
長野県スポーツ推進計画の策定方針について 

スポーツ課 

１ 策定の趣旨 

現在、本県スポーツ施策を総合的に推進するための指針である「長野県スポーツ振興計画」に基

づきスポーツ行政を推進しているところであるが、本県スポーツをとりまく新たな課題や、スポー

ツ基本法の公布といった環境変化を踏まえ、平成 25 年度からを計画期間とする新たな「長野県スポ

ーツ推進計画」を策定する。

＜現行＞ 長野県スポーツ振興計画

○計画期間 平成20年度～平成24年度

○策定根拠 スポーツ振興法第4条第3項

○基本理念

～全国に長寿を誇る長野県民が 「いつでも、

どこでも、だれとでも、いつまでも」スポーツに

親しむことのできる豊かなスポーツライフの実

現をめざして～

○基本目標

１ 生涯スポーツの振興

２ 子どもの体育・スポーツ活動の推進

３ 競技力の向上

４ スポーツ施設・環境の整備・充実

＜次期＞長野県スポーツ推進計画

○計画期間 平成25年度～平成29年度

○策定根拠 スポーツ基本法第10条第1項

○計画策定に当たっての留意事項

ア 本県のスポーツ行政をとりまく新たな課題への対応

イ 「スポーツ基本法」の公布（H23.6.24）

（新たな理念）

・ スポーツは人々の権利であること

・地域の主体的な協働による世代間の交流促進、

地域間交流の基盤形成の推進

・障害者スポーツの推進

・プロスポーツ選手の競技水準向上の推進 等

ウ 国のスポーツ基本計画（今後策定）

 ＜参 考＞ 

○スポーツ基本法第 10条第 1 項（抄） 

都道府県及び市町村の教育委員会は、（国が定める）スポーツ基本計画を参酌して、その 

地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとする。 

２ 策定体制等 
 (1) 教育委員会（定例会等） 

 (2) スポーツ振興審議会（推進審議会）における調査審議 

(3) 市町村、競技団体等からの意見聴取、パブリックコメントの実施 

３ 策定スケジュール
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（○○○○：審議会開催）

 


